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各位 

リーディング証券株式会社 

経営戦略本部 

 

 

株式会社証券保管振替機構を通じた個人番号（マイナンバー）の取得について 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和元年度の税制改正により、2020 年 4 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの間、証券会

社はマイナンバー未提供のお客様を対象に株式会社証券保管振替機構（以下、「保振」）と通

じて、マイナンバーを取得することが可能となりました。 

 

これに伴い、当社におきましても、以下のお客様を対象に保振より取得したマイナンバーを

順次登録致します。 

 

 

対象となるお客様 

・2015 年 12 月 31 日（マイナンバー開始）以前に口座開設 

・マイナンバー未登録のお客様 

 

保振より提供されたマイナンバーは、支払調書への記載等、当社の義務履行のため使用させ

ていただきます。 

なお、当該措置を利用したマイナンバー登録に伴うお客様の手続きは不要です。 

マイナンバー登録に関しまして、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

以上 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

リーディング証券株式会社 

経営戦略本部 

電話（03）4570-2119（代表） 



株式･投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける場合

特定口座やＮＩＳＡ口座を開設する場合
 すでにマイナンバーを証券会社に提供している場合は、再度の提供は不要です。

氏名・住所などの変更の場合
 すでにマイナンバーを証券会社に提供している場合は、変更前･後の氏名･住所

がともに記載された本人確認書類（運転免許証等）の提示を行えば、マイナン
バーの提供は不要です。

弊社におけるマイナンバーの提供手続きについて詳しくはこちらまで

本パンフレットは2020年２月時点の情報をもとに作成しています。今後、法令の改正などにより、内容に変更が生
じることがあります。

 マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）

 内閣府ホームページ（https://www.cao.go.jp/bangouseido/）

 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉」
（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm）

※ 法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でご確認いただけます。

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp）

マイナンバー制度の内容について詳しくはこちらまで

2015年12月31日以前に証券口座を開設した場合の

マイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します。

所得税法などにより、以下の場合には証券会社への
マイナンバーの提供が義務付けられています。

2015年12月31日以前に証券口座を開設した方で、証券会社
へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、2022年１月
１日以後最初に株式･投資信託等の売却代金や配当金等の
支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
（注）2016年１月１日以後、新たに証券口座を開設する場合は、猶予の対象となっていません。

証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提
供が義務付けられています。一方で、証券会社が関係機関
を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が
法令で定められています。証券会社は、お客様の事務手続
きの負担を軽減するため、この措置を活用させていただき
ます（2020年４月１日から2021年12月31日まで）。

http://www.cao.go.jp/bangouseido/
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


2016 年１月１日以後に新たに証券口座を開設

2015年 12月 31日以前に証券口座を開設
2022

国民の利便性の向上、公平・公正な

国税庁

社会、行政の効率化



法人のお客さまについて、法人番号をご提供いただく際、国税庁法人番号公表サイト等で法人の名称、所在地又は法人番号が確認できた場合には「①法

人番号を確認できる書類」や「②法人確認書類」の提示が不要となる場合があります。詳細はお取引先の証券会社にお問い合わせください。

「通知カード」は 2020 年 5 月 25 日に廃止され、「①マイナンバーを確認できる書類」としての使用はできなくなりますが、通知カードに記載された

氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを「①マイナンバーを確認できる書類」として使用できます。

/ 法人番号

/ 法人番号



なお、法人番号をご提供いただく際、国税庁法人番号公表サイト等で法人の名称、住所又は法人番号が確認でき

た場合には「①法人番号を確認できる書類」や「②法人確認書類」の提示が不要となる場合があります。詳細は

お取引先の証券会社にお問い合わせください。書類の詳細については前ページの「マイナンバー・法人番号の提

供に関する手続き」を併せてご参照ください。

「①マイナンバーを確認できる書類」による番号確認と「②本人確認書類」による身元確認をさせていただく

必要があります。

把握

マイナンバーはマイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書又はマイナンバーの記載がある住民票の写し、

法人番号は国税庁法人番号公表サイトや法人番号指定通知書で調べることができます。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付されます。通知カードは、市区町村から住民票を有するすべての方に交付されていますが、2020

年 5 月 25 日以降に出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり、個人番号通知書が交付されます（ただし、個人

番号通知書はマイナンバーを確認できる書類としては使用できません。）。法人番号指定通知書は、2015 年 10 月より、設立登記をした法人など

に通知されています。なお、証券会社にマイナンバーを提供する際に必要な書類は、前ページの「①マイナンバー / 法人番号を確認できる書類」を

ご参照ください。



https://www.cao.go.jp/bangouseido/ https://www.gov-online.go.jp
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